
 

県
、
「業
許
可
を
検
討
中
、
判
断
を
近
く
出
す
」 

 

土
佐
市
で
何
が
起
き
て
い
る
の
か
。
現
地
に
通
い
、
住
民

や
役
場
、
民
間
事
業
者
の
話
を
聞
い
て
き
ま
し
た
。 

今
年
の
１
月
、
土
佐
市
東
鴨
地
に
民
間
事
業
者
に
よ
る
、

中
間
処
理
施
設
が
建
設
さ
れ
ま
し
た
。
住
民
の
多
く
が
知
ら

な
い
ま
ま
に
廃
プ
ラ
等
焼
却
施
設
の
建
設
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
そ
の
後
、
説
明
会
が
何
度
か
開
か
れ
て
は
い
ま
す
が
、

不
安
の
声
が
広
が
り
５
月
に
は
、
土
佐
市
と
事
業
者
が
「
環

境
保
全
協
定
」
を
結
び
、
住
民
の
声
を
聞
き
、
環
境
悪
化
を

さ
せ
な
い
約
束
を
書
面
上
、
結
び
ま
し
た
。
こ
の
間
、
調
査

を
す
る
中
で
、
次
々
と
問
題
が
見
え
て
き
ま
し
た
。 

な
ぜ
、
こ
の
場
所
で
廃
プ
ラ
焼
却
業
を
行
う
の
か 

こ
こ
は
岩
戸
米
や
生
姜
、
ネ
ギ
、
柑
橘
類
の
生
産
地
で
、

お
米
は
給
食
米
と
し
て
近
隣
の
１
２
校
も
の
小
中
学
校
で

子
ど
も
達
が
食
べ
て
い
ま
す
。
焼
却
施
設
の
場
所
は
ま
さ
に

減
農
薬
な
ど
特
別
栽
培
米
な
ど
も
あ
り
、
土
佐
市
が
特
段
の

配
慮
を
す
る
農
用
地
の
ど
真
ん
中
で
す
。
住
民
は
風
評
被
害

の
影
響
は
大
き
い
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。 

な
ぜ
、
県
補
助
金
２
５
０
０
万
円
が
出
た
の
か 

 

こ
の
補
助
金
は
経
営
難
の
事
業
者
を
支
え
る
県
の
補
助

制
度
で
す
。
事
業
者
は
「
中
間
処
理
業
」
と
し
て
将
来
的
に

県
内
全
域
か
ら
廃
プ
ラ
等
を
受
入
れ
焼
く
商
売
を
す
る
と

し
、
昨
年
の
８
月
に
、
県
へ
補
助
金
申
請
を
行
い
、
翌
９
月

に
は
交
付
決
定
が
出
さ
れ
、
１
２
月
頃
か
ら
、
焼
却
施
設
の

工
事
を
始
め
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
業
（
他
者
か
ら
受
け
入

れ
る
商
売
）
だ
か
ら
補
助
金
が
出
た
と
言
う
事
で
す
。 

 

な
ぜ
、
事
前
説
明
な
く
施
設
整
備
が
Ｏ
Ｋ
か 

 

こ
こ
が
大
き
な
問
題
点
で
す
。
業
を
行
う
中
間
処
理
施
設

の
場
合
は
、
県
の
産
業
廃
棄
物
指
導
要
綱
の
規
制
対
象
と
な

り
ま
す
。
第
３
条
の
事
業
者
の
責
務
と
し
て
「
事
前
協
議
の

策
定
に
当
た
り
、
関
係
市
町
村
及
び
地
域
住
民
へ
の
説
明
を

行
う
こ
と
」
と
あ
り
、
建
設
前
に
は
住
民
へ
の
説
明
や
同
意

を
と
る
こ
と
が
前
提
条
件
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

し
か
し
、
実
態
は
住
民
に
は
説
明
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

－
－ －

お元気ですか 
 

 

稲が青々と育つ土佐市へ。どれだけ米農家たち

が苦労しているか。土佐市での産廃問題は他人

ごとではない、こんなやり方が通るなら、あら

ゆる地域で同じ様な事が起きてしまう。 

県の指導要綱が意味をなさないような状況で

いいわけがない。産業廃棄物事業は人間生活に

必要な事業、一方で環境破壊や住民生活への悪

影響も起こしてきた。だからこそ行政が関わる

事が大事であり、指導要綱にも意味があるのだ。 

振返れば 2006年、香南市でも同じ様な産廃

施設問題が起きて、当時は住民が署名を集め、

県議会に設置反対の請願を出し、全会派一致で 

採択されている。党派を超え、理不尽な事 

は認めないという範を示した歴史が、県議会 

にはある。今回も請願が出てきて欲しい。 

私も未来の為に議会の内外で力を尽くしたい。 

おたまじゃくし

無料 生活・法律相談会   ☆８月１８日 午前 10時～12時 新屋敷事務所 皿田幸憲・弁護士 

☆８月２１日 午後 18時～20時 あぞの事務所 南拓人・弁護士＊あぞの予約先：０９０－１１７１－４１５６ 

住民、農家 県に悲痛を訴える！ 「なぜ、県の補助金でるのか」「近隣住民も同意してない」 

環境問題 土佐市の学校給食米産地で廃プラ焼却事業 

で
は
、
な
ぜ
許
さ
れ
る
の
か
。
県
は
、
事
業
者
か
ら
の
「
自
家
処
理
」
申
請
が
、

「
業
許
可
」
申
請
よ
り
先
に
提
出
さ
れ
た
か
ら
、
県
の
指
導
要
綱
の
対
象
外
に
な

る
と
し
て
、
事
前
説
明
等
が
な
く
て
も
問
題
な
い
と
説
明
し
て
い
ま
す
。 

こ
の
解
釈
、
見
立
て
が
お
か
し
い
わ
け
で
す
。「
自
家
処
理
」
と
は
、
自
分
の

所
の
ゴ
ミ
を
焼
く
事
で
、
そ
の
場
合
は
許
可
は
い
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
事
業
者

は
住
民
や
県
に
対
し
「
自
家
処
理
後
に
中
間
処
理
業
を
行
う
」
と
説
明
し
、
ま
た

昨
年
８
月
の
補
助
金
申
請
の
計
画
書
で
も
「
中
間
処
理
業
を
行
う
」
と
し
て
い
ま

す
。
つ
ま
り
、「
自
家
処
理
」
が
目
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
こ
そ
、
県
は

中
間
処
理
業
と
し
て
、
指
導
要
綱
に
基
づ
く
対
応
を
す
べ
き
と
考
え
ま
す
。 

 

な
ぜ
、
同
意
撤
回
な
の
に
、
業
許
可
を
出
せ
る
と
言
う
の
か 

今
年
５
月
に
業
の
許
可
申
請
が
県
へ
出
さ
れ
て
い
ま 

す
が
、
県
の
指
導
要
綱
６
条
で
「
住
民
同
意
」
が
必
要 

と
さ
れ
た
３
人
の
内
２
人
が
業
許
可
へ
の
同
意
を
撤
回 

す
る
と
県
に
提
出
し
て
い
ま
す
。
県
は
「
違
法
で
な
い
、 

業
許
可
は
出
せ
る
」
と
回
答
し
ま
す
が
、
そ
れ
は
な
ぜ 

な
の
か
。
県
は
、
説
明
や
同
意
等
は
法
律
の
条
件
で
は 

な
く
県
の
指
導
要
綱
の
条
件
な
の
で
「
違
法
で
は
な
い
」 

と
言
い
ま
す
。
し
か
し
、
県
の
補
助
金
を
活
用
し
て
い
る 

以
上
は
、
業
許
可
の
判
断
に
お
い
て
も
県
の
指
導
要
綱
に 

基
づ
く
対
応
を
こ
の
点
で
も
す
べ
き
と
考
え
ま
す
。 

 

 

 


